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介護保険                                      令和 6年（2024年）6月 1日現在 

 

重要事項説明書 

 

医療法人社団 和楽仁 

ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘 

 

あなたに対する訪問看護サービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべ

き重要事項は次のとおりです。 

 

1． 事業者概要 

 

事業者名称 医療法人社団 和楽仁 

主たる事務所の所在地 石川県能美市緑が丘11丁目71番地 

法人種別 医療法人 

代表者名 理事長 仲井 培雄 

電話番号 0761-51-5551 

ＦＡＸ番号 0761-51-5557 

 

2． ご利用事業 

 

ご利用事業所の名称 ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘 

所在地 石川県能美市緑が丘11丁目71番地 

電話番号 0761-68-0579 

ＦＡＸ番号 0761-68-0234 

管理者の氏名 山下 由美子 

サービス提供地域 能美市、川北町、小松市、白山市 

 

3．事業の目的と運営方針について 

 

（1）事業の目的 

医療法人社団 和楽仁が開設するほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘は、在

宅における療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的としています。 

（2）運営の方針 

① ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘は、在宅療養を支援し、利用者の心身

機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。 

② ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘は、利用者の意思及び人格を尊重し、

常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。 

③ 訪問看護の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 
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4．事業所の職員体制について 

 

管理者 1名（常勤換算） 

看護師 5名以上（常勤換算） 

理学療法士等 3名以上（常勤換算） 

 

5．営業時間について 

 

営業日 
月曜日～金曜日 

（国民の祝日と8月15日、12月30日～1月3日の年末年始を除く） 

営業時間 午前8時30分～午後5時15分 

 

6．提供するサービスの内容について 

 

（1）看護計画書の作成 

主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画

（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の

目標に応じて 具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 

（2）訪問看護の提供 

・清潔ケアと指導 

・排泄ケアと指導 

・食事や摂食嚥下ケアや指導 

・ターミナルケア 

・家族への介護指導 

・家族の介護負担軽減の支援 

・症状の観察と異常の早期発見 

・医療処置や関連するケア 

（輸液、カテーテル管理、インシュリン、 

在宅酸素） 

・褥瘡予防と処置、創傷処置 

・薬の管理と指導 

・リハビリテーション 

・認知症や精神疾患のケア 

（3)看護職員等の禁止行為 

看護職員等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。  

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受  

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供  

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食  

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除く）  

⑥ 利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

7．理学療法士などによる訪問看護について 

 

理学療法士などによる訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテー

ションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに行う訪問です。訪問開始時
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や利用者の状態に合わせ、定期的に看護職員が訪問（おおむね 3か月に 1回程度）を行

い利用者の状態について適切に評価を行います。 

 

8．利用料について 

 

 利用料については下記の通りです。詳細は利用料金表に記載します。介護報酬改定

等により料金が変更された場合は、その都度説明を行いますが署名等は求めません。 

（1）介護保険の適用を受けるサービス（利用料の 1割、2割又は 3割が自己負担） 

（2）介護保険の適用を受けないサービス（全額自己負担） 

（3）その他の費用（全額自己負担） 

 

9．利用料の支払について 

 

サービス提供月の翌月 27日または翌々月 2日（金融機関休業日の場合は翌営業日）

に自動引き落としにてお支払いください。自動引き落としの手続きが完了するまでは、

現金又は口座振り込みにてお支払いください。 

 

10．苦情申立窓口について 

  

 苦情申立窓口は下記の通りです。 

ほうじゅ訪問看護・ 

リハステーション緑が丘 

平日 午前9時～午後5時 

電話 0761-68-0579 

担当 山下 由美子 

能美市保険年金課 
平日 午前9時～午後5時 

電話 0761-58-2236 

川北町役場福祉課 
平日 午前9時～午後5時 

電話 076-277-8388 

小松市長寿介護課 
平日 午前9時～午後5時 

電話 0761-24-8147 

白山市長寿介護課 
平日 午前9時～午後5時 

電話 076-274-9529 

石川県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

平日 午前9時～午後5時 

電話 076-231-1100 

 

11. 緊急時の対応方法について 

 

 サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やか

に主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡

先に連絡します。 
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12．事故発生時の対応について 

 

（1） サービス提供中に、事故が発生した場合には、速やかに利用者のご家族等緊急

時連絡先に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（2） 利用者がけがをされた場合は、けがの状態と現場状況等を確認します。また状

態に応じて救急隊や主治医、居宅支援事業者等へ連絡し、必要な対処をします。 

（3） 物損事故が発生した場合は、利用者のけがの状況および破損物の状況や程度を

確認します。追って破損物の写真撮影等にお伺いし、必要な対処をします。 

（4） 訪問にあたり、担当スタッフ自身がけがをしてサービス状況に支障が出た場合

は、振替やお休み等、利用者とご相談のうえ、適宜対応します。 

（5） 損害賠償に備えて、当事業所は以下の損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名 

（3 社による共同保険です） 

三井住友海上火災保険株式会社（幹事） 

損害保険ジャパン株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

保険名 訪問看護事業者賠償責任保険 

 

13. 虐待の防止について  

 

事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記のとおり必要な 

措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。  

虐待防止に関する責任者：山下 由美子（管理者） 

（2） 虐待防止対策を定期的に検討し、内容ついて事業所内で共有しています。 

（3） 虐待防止のため、必要な研修を実施しています。 

（4） 苦情を解決するための体制を整備しています。 

（5） 成年後見制度の利用を支援しています。 

（6） 介護相談員を受入れています。  

（7） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現

に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かにこれを市町村に通報します。 

 

14. 秘密の保持と個人情報の保護について  

 

（1）利用者及びその家族に関する秘密の保持について  

① 職員は、正当な理由がなくその業務上知り得た情報及びご家族の秘密を洩らし

  ません。 

② 職員であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びご家族の

  秘密を洩らしません。 

（2）個人情報の保護について  

サービスの実施にあたり、下記のとおり個人情報を使用します。 
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① 主治医やケアマネジャー等へ「訪問看護計画・報告書」を毎月提出 

② 保険者へ「居宅サービス介護給付費明細書」を毎月提出 

③ 医療機関または介護保険施設に入所される際に「訪問看護サマリー」を提出 

④ サービス担当者会議における情報提供 

⑤ 利用者の体調やサービス実施状況等、サービス提供に関連した個人情報につい 

ての電話や FAXなどによる連絡 

 

15. 身分証携行義務について 

 

職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者やその家族から提示を求めら 

れた時は、いつでも身分証を提示します。  

 

16. 心身の状況の把握について 

 

指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者

会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。 

 

17. 業務継続計画（BCP）の策定について 

 

  事業者は感染症や災害が発生した場合でも利用者が継続してサービスの提供を受け

られるよう業務継続計画を策定し、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施します。 

 

18. 第三者評価の実施状況について 

 

実施しておりません。 

 

19. 介護サービスの利用にあたってご留意いただきたい事項について 

 

事業者は以下に相当する行為があった場合は介護サービス契約を解除することがあ

ります。 

（1） 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

（2） 職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、

 おとしめたりする行為）  

（3） 職員に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的

 態度の要求等、性的ないやがらせ行為） 

以上 
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介護保険 

 

指定訪問看護サービス契約書 

 

第 1条（指定訪問看護の契約の目的） 

1. 乙は、甲の主治医の指示及びこの契約書に従い、甲に対し、在宅における療養のお

世話および必要な診療の補助を行います。 

2. 乙は、サービス提供にあたっては、甲の意向を十分に尊重するとともに、甲の立場

に立って公正かつ適切な方法によって行い、甲の心身の状況、その置かれている環

境の把握に努め、甲に対しサービスを提供します。 

3. 甲は、乙からサービスの提供を受けたときは、乙に対し、利用料の自己負担分を支

払います。 

 

第 2条（契約期間） 

1. 本契約の有効期間は、契約締結の日から 1年間とします。 

2. 契約期間満了の 3日前までに甲から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は

更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

3. 甲から更新拒絶の意思が表示された場合は、乙は、他の事業者の情報を提供する等、

必要な措置をとります。 

 

第 3条（主治医との関係） 

1. 乙は、訪問看護等サービスの提供を開始する際には、甲の主治医より訪問看護指示

書を受けます。 

2. 乙は、主治医に毎月、訪問看護等計画書及び訪問看護等報告書を提出し、主治医と

密接な連携を図ります。 

 

第 4条（訪問看護計画） 

1. 乙は、利用者の日常生活の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿っ

て、「訪問看護計画」を 作成します。この「訪問看護計画」を作成した場合は、

甲に説明し同意を得た上で交付致します。  

2. 乙は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合で、その変更が

「居宅サービス計画（ケアプラン）」の範囲内で可能な時は、速やかに「訪問看護

計画」の変更等の対応を行います。 

3. 乙は、甲が「居宅サービス計画」の変更を希望する場合は、速やかに居宅介護支援

事業者への連絡調整等の援助を行います。 

 

第 5条（訪問看護等サービスの内容） 

訪問看護師等は、甲の居宅を訪問し、医師の指示に基づき診療の補助（医療処置や

医療機器の管理など）療養上の世話、理学療法や作業療法等を行ないます。 
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第 6条（連携） 

1. 乙は、訪問看護等サービスの提供にあたり、ケアマネジャーおよび保健医療サービ

スまたは福祉サービスを提供する者と密接な連携をとるように努めます。 

2. 甲は、乙が訪問看護等サービスを提供するにあたり、可能な限り事業者に協力をす

るよう努めます。 

 

第 7条（理学療法士等による訪問看護） 

理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテー

ションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに行う訪問であることを利

用者に説明し、同意のもとに実施します。 

 

第 8条（サービス内容の変更） 

1. 甲は、いつでも指定訪問看護サービスの内容を変更するよう申し出ることができま

す。 

2. 乙は、甲からの申し出があった場合、訪問看護指示書の指示に反する等変更を拒む

正当な理由がない限り、速やかに指定訪問看護サービスの内容を変更します。 

 

第 9条（介護保険その他の公的医療保険の適用を受けないサービスの説明） 

乙は、その提供するサービスのうち、介護保険または公的医療保険の適用を受けな

いものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用料を具体的に説明し、甲の

同意を得ます。 

 

第 10条（甲の解約権） 

甲は、乙に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合

には、3日以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解約

されます。 

 

第 11条（甲の解除権） 

甲は、以下の場合には、直ちにこの契約を解除できます。 

1. 乙が、正当な理由なく、本契約に定める指定訪問看護サービスを提供せず、甲の請

求にもかかわらず、これを提供しようとしない場合。 

2. 乙が、第 11条に定める守秘義務に違反した場合。 

3. 乙が、甲の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契

約を継続しがたい重大な事由が認められるとき。 

 

第 12条（乙の解除権） 

1. 乙は、甲が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為（甲及び家族による暴

言、暴力、ハラスメント行為を含む）をなし、乙の再三の申し入れにもかかわらず

改善の見込みがなく、この指定訪問看護サービス利用契約の目的を達することが著

しく困難となったときは、文書により 2週間以上の予告期間をもってこの契約を解

除することができます。 
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2. 乙は、前項によりこの契約を解除する場合には、甲の主治医に連絡を取り、必要な

措置を講じます。 

 

第 13条（利用料の滞納） 

1. 甲が、正当な理由なく乙に支払うべき利用料の自己負担分を 3ヶ月分以上滞納した

場合には、乙は甲に対し、1ヶ月以上の期間を定めて督促し、期間内に滞納額の全

額の支払いがないときは、この契約を解除する旨の催告をすることができます。 

2. 乙は、前項の催告をした場合には、甲の主治医、甲が住所を有する市町村等と連絡

を取り、解除後も甲の健康・生命に支障のないように、必要な措置を講じます。 

3. 乙は、前項の措置を講じた上で、甲が第 1項の期間内に滞納額の支払いをしなかっ

たときは、文書をもって本契約を解除することができます。 

 

第 14条（契約の終了） 

次の各項のいずれかに該当する場合には、この契約は終了します。 

1. 甲が死亡したとき。 

2. 第 10条に基づき、甲から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき。 

3. 第 11条に基づき、甲から契約の解除の意思表示がなされたとき。 

4. 第 12条ないし第 13条に基づき、乙から契約解除の意思表示がなされたとき。 

5. 甲が病院等へ入院した場合。 

6. 甲の主治医が、訪問看護を不要と判断した場合。 

 

第 15条（苦情処理） 

1. 甲又は甲の家族は、提供された指定訪問看護サービスに不満がある場合、いつでも

重要事項説明書(10.苦情申立窓口)記載の窓口に苦情を申し立てることができます。 

2. 乙は、甲に提供した指定訪問看護サービスについて、甲又は甲の家族から苦情の申

し出があった場合は、迅速、適切に対処し、サービスの向上、改善に努めます。 

3. 乙は、甲が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいた

しません。 

 

第 16条（緊急時及び事故発生時の対応） 

事業者は、訪問看護等サービス提供中にお客様に容態の急変が生じた場合、速やか

に臨時応急の手当てを行い、主治医に連絡を取るなど必要な措置を講じます。また利

用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 

 

第 17条（損害賠償） 

1. 乙は、甲に対する指定訪問看護サービスの提供にあたって、甲又は甲の家族の生命

・身体・財産に損害が発生した場合は、速やかに甲又は甲の家族に対して損害を賠

償します。ただし、乙に故意過失がなかった場合はこの限りではありません。 

2. 前項の場合、甲又は甲の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することが

できます。 
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第 18条（秘密保持） 

1. 乙及び乙の従業員は、正当な理由がない限り、甲に対する指定訪問看護サービスの

提供にあたって知り得た甲又は甲の家族の秘密を漏らしません。 

2. 乙は、乙の従業員が退職後、在職中に知り得た甲又は甲の家族の秘密を漏らすこと

がないよう必要な措置を講じます。 

3. 乙は、甲の個人情報を用いる場合は甲の、甲の家族の個人情報を用いる場合は甲の

家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、甲又は甲の家族の個人

情報を用いません。 

4. 第 1項の規定にかかわらず、乙は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律（いわゆる「高齢者虐待防止法」）に定める通報ができるものと

し、その場合、乙は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

第 19条（サービス内容等の記録作成・保存） 

1. 乙は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結日から 5年間保存します。 

2. 甲及び甲の後見人（必要に応じ、甲の家族を含む。）は、乙に対し、いつでも前項

に規定する書面その他のサービスの提供に関する記録の閲覧・謄写を求めることが

できます。ただし、謄写に際しては、乙は甲に対して、実費相当額を請求できるも

のとします。 

 

第 20条（身分証携帯義務） 

乙の従業員は常に身分証を携帯し、お客様又はご家族から提示を求められたときは、

いつでも提示します。 

 

第 21条（契約の代理人） 

  甲は、代理人を選任してこの契約を締結させることができ、また、契約に定める権

利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。 

 

第 22条（契約外条項） 

本契約に定めのない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところを尊

重し、甲及び乙の双方が誠意を持って協議により定めます。 
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上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者および事業者が署名押印の上、

1通ずつ保有するものとします。 

 

 

 

契約日   年   月   日 

 

 

 

（乙）当事業者は、甲 1に対する指定訪問看護の提供開始に当たり、 

 

□甲 1 に 

□甲 2 に 

 

対して、重要事項説明書に基づいてサービス内容及び重要事項を説明しました。 

 

 

（乙）指定訪問看護事業者 医療法人社団和楽仁 

主たる事務所所在地 石川県能美市緑が丘 11丁目 71番地 

名 称       ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘 

 

 説明者              

 

 

 

（甲）私は乙よりサービス内容や料金など重要事項についての説明を受けました。契約

の内容を理解したうえで私は乙と契約し、乙の提供する訪問看護サービスを受けます。 

 

 

（甲 1）利用者    住所                 

  

氏名                 

 

（甲 2）利用者の家族 住所                 

  

氏名                 
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緊急連絡先 

 

 

 

利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 

また、緊急連絡先に連絡いたします。 

 

利用者の 

主治医 

医療機関の名称 

 

 

 

主治医氏名 

 

医師 

 

電話番号 

 

 

 

緊急連絡先 

 
連絡先① 

（最優先連絡先） 

連絡先② 

（左が繋がらない場合） 

氏 名 

 

 

 

 

 

住 所 

 

 

 

 

 

電話番号① 

 

 

 

 

 

電話番号② 

 

 

 

 

 

協力 

医療機関 

医療機関の名称 芳珠記念病院 

所在地 石川県能美市緑が丘11丁目71番地 

電話番号 0761-51-5551 
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個人情報の取り扱いに関して 

 

 

ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘（以下、当事業所という）は、利用者お

よびその家族等の個人情報を以下の通り取り扱います。 

 

個人情報の定義 

個人情報とは、任意の一人の個人に関する情報であり、かつその情報に含まれる記述

等によって特定の個人を識別できるものを指します。 

 

個人情報の使用目的 

当事業所は、利用者およびその家族が、より安定した療養生活が送れるよう支援する

ために個人情報を使用します。 

 

個人情報使用の範囲 

当事業所がサービスを提供するために、当事業所で使用する場合、主治医・担当ケア

マネジャー・他に利用する介護事業者と共有する場合、または、入院・入所する際に、

その病院や介護施設と共有する場合を想定しています。 

 

個人情報の取り扱い方針 

当事業所は、利用者およびその家族の個人情報が特に配慮を要するものであることを

理解し、それを適切に保護し、使用する際は使用目的に沿って最小限の範囲で利用する

ものとします。 

業務上知り得た情報に関しては、守秘義務を守り、利用者へのサービスの提供が終了

した後や、職員が退職した後も、その義務を果たすものとします。 

 

以上の説明をうけたうえで、当事業所が利用者およびその家族の個人情報を使用する

ことに同意します。 

 

同意した日 

 

年    月    日   

 

（利用者本人） 

署 名 

 

 

 

（代 筆） 

署 名 

 

 

続柄（       ） 
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【訪問看護・予防訪問看護利用料金表】 

令和６年（2024年）６月１日現在 

 〔訪問看護・予防訪問看護〕利用料金（ 1 回につき）  

地域区分単価（その他）１単位＝10.00円 

 

 

 

※理学療法士等の訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合、および緊急時

訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算をいずれも算定していない場合、理学

療法士等の訪問 1 回につき 8 単位減算されます。（介護予防訪問看護含む） 

※上記の 8 単位減算を適用されており、理学療法士等が利用開始の属する月から 12 月

超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は、 1 回につき更に 15 単位を減算し、

介護予防訪問介護費の減算を算定していない場合は、1 回につき 5 単位が減算されます。 

 ※自己負担の割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

看護師が訪問した場合 

所要時間 20 分未満 30 分未満 60 分未満 90 分未満 

負担割合 訪問看護 介護予防 訪問看護 介護予防 訪問看護 介護予防 訪問看護 介護予防 

通常  3,140 円  3,030 円  4,710 円  4,510 円  8,230 円  7,940 円 11,280 円  10,900 円 

1 割 314 円 303 円 471 円 451 円 823 円 794 円 1,128 円 1,090 円 

2 割 628 円 606 円 942 円 902 円 1,646 円 1,588 円 2,256 円 2,180 円 

3 割 942 円 909 円 1,413 円 1,353 円 2,469 円 2,382 円 3,384 円 3,270 円 

単位数 
314 

単位 

303 

単位 

471 

単位 

451 

単位 

823 

単位 

794 

単位 

1,128 

単位 

1,090 

単位 

理学療法士等が訪問した場合 

所要時間 20 分 40 分 60 分 

負担割合 訪問看護 介護予防 訪問看護 介護予防 訪問看護 介護予防 

通常 2,940 円 2,840 円 5,880 円 5,680 円 7,950 円 4,260 円 

1 割  294 円  284 円  588 円  568 円  795 円  426 円 

2 割  588 円  568 円 1,176 円 1,136 円 1,590 円  852 円 

3 割  882 円  852 円 1,764 円 1,704 円 2,385 円 1,278 円 

単位数 
294 

単位 

284 

単位 

588 

単位 

568 

単位 

795 

単位 

426 

単位 
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【各種加算項目】 

項   目 介護報酬額 
利 用 者 負 担 金 

内    容  
1割 2割 3割 

 

（予防） 

初回加算（Ⅰ） 

      

3,500円   350円   700円  1,050円 

新規に訪問看護計画を作成し病

院、診療所等から退院した日に

初回の指定訪問看護を行った場

合に算定 

 

（予防） 

初回加算（Ⅱ） 

      

3,000円   300円 600円 900円 

新規に訪問看護計画を作成し病

院、診療所等から退院した日の

翌日以降に初回の指定訪問看護

を行った場合に算定 

（予防） 

サービス提供 

体制強化加算Ⅰ 

60円 6円 12円 18円 

厚生労働大臣が定める基準に適

合しているとして都道府県知事

に届け出た指定訪問看護ステー

ションが指定訪問看護を行う場

合に算定 

 

（予防） 

緊急時訪問看護加算 

（Ⅰ） 

6,000円    600円 1,200円 1,800円 

利用者・家族等からの同意を得

て２４時間体制で計画的な訪問

以外に必要時電話相談、緊急時

の対応を行うことに対して算定 

 

 

（予防） 

退院時共同指導加算 

（１回又は２回） 

6,000円    600円 1,200円 1,800円 

退院又は退所するに当たり、訪

問看護ステーションの看護師が

退院時共同指導を行った後に指

定訪問看護を行った場合に算定 

但し、初回加算を算定する場合

は算定しない 

（予防） 

長時間訪問看護加算 
3,000円    300円  600円    900円 

特別な管理を必要とする利用者

（特別管理加算Ⅰ・Ⅱ）に 

対し、1時間 30分以上の訪問看

護を行った場合に算定 

（予防） 

専門管理加算 
2,500円    250円  500円    750円 

診療報酬における手順書加算を

算定する利用者に対し、特定行

為研修を修了した看護師が計画

的な管理を行った場合に算定 

 

（予防） 

特別管理加算（Ⅰ） 

5,000円    500円 1,000円 1,500円 

在宅麻薬等注射指導管理、在宅

腫瘍化学療法注射指導管理又は

在宅強心剤持続投与指導管理若

しくは在宅気管切開患者指導管

理を受けている状態又は気管カ

ニューレ若しくは留置カテーテ

ルを使用している状態 
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項   目 介護報酬額 
利 用 者 負 担 金 

内   容 
1割 2割 3割 

 

（予防） 

特別管理加算（Ⅱ） 

2,500円   250円 500円 750円 

在宅自己腹膜灌流指導管理、在

宅血液透析指導管理、在宅酸素

療養法指導管理、在宅中心静脈

栄養法指導管理、在宅成分栄養

経管栄養法指導管理、在宅自己

導尿指導管理、在宅持続陽圧呼

吸療法指導管理、在宅自己疼痛

管理指導又は在宅肺高血圧症患

者指導管理を受けている状態。

人工肛門又は人工膀胱を設置し

ている状態。真皮を越える褥創

の状態。点滴注射を週３日以上

行う必要があると認められる状

態 

（予防） 

複数名訪問看護加算Ⅰ 

３０分未満 

３０分以上 

 

 

2,540円 

4,020円 

 

 

254円 

402円 

 

 

  508円 

  804円 

 

 

  762円 

1,206円 

１人の看護師等による訪問看護

が困難な場合、看護師等が２人

以上で同時に訪問看護を行う場

合に算定 

（予防） 

複数名訪問看護加算Ⅱ 

３０分未満 

３０分以上 

 

 

2,010円 

3,170円 

 

 

201円 

317円 

 

 

402円 

634円 

 

 

603円 

951円 

1人の看護師等による訪問看護

が困難な場合、看護師等と看護

補助者が同時に訪問看護を行う

場合に算定 

ターミナルケア加算 

（死亡月） 
25,000円 2,500円 5,000円  7,500円 

在宅で死亡した利用者に対し、

死亡日及び死亡前１４日以内に

２日以上ターミナルケアを行っ

た場合、（ターミナルケアを行っ

た後 24時間以内に在宅以外で 

死亡した場合を含む）算定 

早朝・夜間加算 通常料金×125％ 
6:00～8：00， 

18：00～22：00 

深夜加算 通常料金×150％ 22：00～明朝 6：00 

 

【自費】（全額自己負担となります） 

死後処置料 10,000円 お亡くなりになった方へ死後処置を実施した場合に算定 



17 

理学療法士等による訪問看護同意書 

 

 

 

理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーショ

ンを中心としたものであり、看護職員の代わりに行う訪問です。訪問開始時や利用者の

状態に合わせ、定期的に看護職員が訪問（おおむね 3か月に 1回程度）を行います。 

利用者の状況や実施した看護（看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む）

の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画等について、看護

職員と理学療法士等が連携して作成し「訪問看護計画等」の内容を利用者およびその家

族に説明します。 

 

上記に関する説明を受け同意しました。サービス利用を申し込みます。 

 

同意した日 

 

年    月    日   

 

（利用者本人） 

署 名 

 

 

 

（代 筆） 

署 名 

 

 

続柄（       ） 

ほうじゅ訪問看護・リハステーション緑が丘 

 

 


